
 

 

 

 

 

利用契約書 
 

【特定施設入居者生活介護】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィラひまわり 



特定施設入居者生活介護 利用契約書 

 

（契約の目的） 

第１条  ヴィラひまわり（ 以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された入居者（ 以下「入

居者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるように特定施設入居者生活介護サービスを提供し、一方、入居者及

び入居者の身元を保証する者（ 以下「身元引受人」という。）は、当施設に対し、そのサー

ビスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条  本契約は、２０   年    月    日から効力を有します。但し、身元引受人に変更が

あった場合は、新たに同意を得ることとします。 

    ２  入居者は、前項に定める事項の他、本契約又は利用料金表の改定が行なわれない限り、初

回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 

 

（身元引受人） 

第３条 入居者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てるものとします。但し、入居者が身

元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者）であること 

② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、入居者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額１００万円

の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負うものとします。 

 

（入居者からの解除） 

第４条  入居者及び身元引受人は、当施設に対し、退居の意思表明をすることにより、本契約に基

づく入居利用を解除・終了することができます。 

 

（当施設からの解除） 

第５条  当施設は、入居者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく入居利用

を解除・終了することができます。 

① 入居者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

② 入居者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な特定施設入居者生活介護

サービスの提供を超えると判断された場合 

③ 入居者及び身元引受人が、本契約に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を

督促したにもかかわらず１か月以内に支払われない場合 

④ 入居者が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、利用継続が困難となる程

度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑤ 天災、災害、施設・設備その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることがで

きない場合 

 

（利用料金） 

第６条  入居者及び身元引受人は連帯して、当施設に対し、本契約に基づく特定施設入居者生活介

護サービスの対価として、ヴィラひまわり利用料金表をもとに計算された月ごとの合計額及

び入居者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があり

ます。但し、当施設は、入居者の経済状態等に変動等があった場合、上記利用料金を変更す

ることがあります。 



    ２  当施設は、毎月１０日前後に、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、入居者及び身元

引受人が指定する送付先に対し、送付若しくは手渡しをして、入居者及び身元引受人は連帯

して、当施設に対し、当該合計額を毎月２７日（金融機関が休日の場合はその翌営業日）に

ご指定の金融機関口座から口座振替にて支払うものとします。やむを得ず、受付での支払い

又は銀行振込の場合は、その月の末日までに支払うものとします。 

 

（特定施設入所者生活介護サービスの内容） 

第７条 当施設が提供する特定施設入居者生活介護サービスの内容は、次のとおりとします。 

①特定施設サービス計画の作成 

②入浴（週２回）、排せつ、食事、着替え等の介護及びその他日常生活上の世話 

③日常生活動作の機能訓練 

④健康管理 

⑤相談及び援助 

 

（記録） 

第８条  当施設は、入居者の特定施設入居者生活介護サービスの提供に関する記録を作成し、その

記録を利用終了後５年間は保管します。 

    ２  当施設は、入居者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じ

ます。但し、身元引受人その他の者（入居者の代理人を含みます。）に対しては、入居者の承

諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

（身体的拘束等） 

第９条  当施設は、原則として入居者に対し身体的拘束等を行ないません。但し、自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合、管理者は主治医と相談し、身体的拘束その他入居者の行動

を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の管理者がその様態及び時間、

その際の入居者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。 

 

（秘密の保持） 

第１０条  当施設とその職員は、業務上知り得た入居者又は身元引受人若しくはその家族等に関す

る秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供に

ついては、当施設は、入居者及び身元引受人から、予め同意を得た上で行うこととします。 

①  介護保険サービスの利用のための市町、居宅介護支援事業者（地域包括支援センター

〔介護予防支援事業所〕）その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在

宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 

②  介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、こ

の場合、入居者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

     ２  前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（重度化した場合に関する指針） 

第１１条 入居者が身体的・精神的に重度化した場合は、主治医や提携医療機関との適切な判断等

により関連医療機関と連携を図り、対応します。 

２ ヴィラひまわり利用期間中に医療機関へ入院された場合における料金は、家賃、共益費

のみとします。 

３ 入院期間が２週間を超え身体的精神的に悪化し長期に渡る場合は、入居者又は身元引受

人と共に話し合い、当法人グループ（医療法人みやうち）及び他の医療機関と調整し総合

的に判断し、対応するものとします。 

（看取りに関する指針） 



第１２条  当施設では、その人がその人らしく最期を迎えられるよう、本人の意思を尊重し、家族

の心身の負担に配慮して、本人・家族の意向に沿った支援を行います。本人及び家族から

看取りを希望された場合は、主治医の診断（医学的に回復不能な状態と判断したとき）に

伴い、看取りの説明を行い、十分に納得された上で対応させていただきます。尚、看取り

ケアについては、状態の変化に応じて家族、主治医、当施設の職員が誠意を持って取り組

みます。 

 

（緊急時の対応） 

第１３条  当施設は、入居者に対し、受診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機

関での診療を依頼することがあります。 

２  当施設は、入居者に対し、当施設における特定施設入居者生活介護サービスの対応が困

難な状態又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３  前２項のほか、入居利用中に入居者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入居者及

び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第１４条  入居者及び身元引受人は、当施設が提供する特定施設入居者生活介護サービスに対して

の要望又は苦情等について、管理者に申し出ることができます。(別紙２参照) 

 

（賠償責任） 

第１５条  特定施設入居者生活介護サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、

入居者が損害を被った場合、当施設は、入居者に対して、損害を賠償するものとします。 

２  入居者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入居者及び身元引受

人は連帯して、当施設に対し、その損害を賠償するものとします。 

 

（事故発生時の対応） 

第１６条 入居利用中に入居者に転落、転倒、誤飲、誤薬、無断外出等の事故が発生した場合は、

必要に応じ病院等で治療、家族等への事故内容状況の報告、必要に応じ警察への連絡、及

び保険者へ連絡します。 

 

（高齢者虐待防止） 
第１７条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じる。 

 （１）利用者に対する虐待防止に迅速かつ適切に対応するため虐待防止責任者を定め、必要な措

置を講ずる。 
（２）基本的な職業倫理・専門性に関する学習を徹底し、ケアの質の向上を図る。また、関連す

る法律や規定の内容について研修等を通じて学び、従業者の人権意識の向上や知識や技術

の向上を図る。 

（３）家族等の介護者の高齢者虐待の理解促進のための支援や啓発活動を行う。 

（４）虐待が疑われる事例を発見した場合、市町等関係機関に報告する。 

（５）個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努める。 

（６）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等

の権利擁護に取り組める環境の整備を行う。 

（７）虐待の防止に係る対策を検討するために委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に十分に周知する。 

（８）虐待防止のための指針を整備する。 

（業務継続計画の策定等について） 



第１８条 感染症や非常災害の発生時において、ご利用者様に対する介護保険サービスの提供を継     
     続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継

続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
   ２ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 
     実施します。 
   ３ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 
 

（立入り） 

第１９条 当施設の職員は、入居者の介助、防火、構造の保全、その他管理上必要があるときは、

入居者又は身元引受人の承諾を得て、居室内に立ち入ることができるものとします。 

２ 入居者又は身元引受人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく当施設の

職員の立入りを拒むことができないものとします。 

３ 当施設の職員は、火災による延焼を防止する必要がある場合、災害その他により入居者

又は第三者の生命又は財産に重大な損害が生じるおそれがある場合、その他緊急の必要が

ある場合は、あらかじめ入居者又は身元引受人の承諾を得ることなく、居室内に立ち入る

ことができるものとします。この場合において、入居者の不在時に立ち入ったときは、当

施設の職員は立入り後その旨を入居者又は身元引受人に通知するものとします。 

 

（契約期間中の修繕） 

第２０条 当施設は、入居者が当施設を利用するために必要な修繕を行います。この場合において、

入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者及び身元引受人が

連帯して負担するものとします。 

２ 前項の規定に基づき当施設が修繕を行う場合、当施設は、あらかじめその旨を入居者に

通知するものとします。この場合においては、入居者は、正当な理由がある場合を除き、

当該修繕の実施を拒むことができないものとします。 

 

（契約終了時の原状回復） 

第２１条 入居者及び身元引受人は連帯して、通常の使用に伴い生じた当施設の損耗を除き、入居

者の故意又は過失により破損、損傷等したものについて原状回復するものとします。 

２ 入居者及び身元引受人は、当施設の契約終了時において、契約時に特約を定めた場合は

当該特約を含め、入居者及び身元引受人が行う原状回復の内容及び方法について協議する

ものとします。 

３ 原状回復における修繕については、当施設の指定したものがこれを実施し、入居者及び

身元引受人は連帯して、その費用の償還義務を負うものとします。 

 

（残置物の引取り等） 

第２２条 入居者又は身元引受人は、当施設の契約終了時には、遅滞無く自己の残置物を引き取る

ものとします。 

２ 当施設の契約終了時に入居者又は身元引受人が当該残置物を引き取らない場合には、当

該残置物を入居者又は身元引受人に引き渡すものとします。この場合、当該残置物の引渡

しに要する費用については、入居者及び身元引受人が連帯して負担するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第２３条  この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、 

        入居者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 


